
　

６
月
19
日
（
土
）
に
大
磯
港
付
近
の

防
潮
堤
の
門
扉
を
閉
鎖
す
る
津
波
対

策
訓
練
を
実
施
し
ま
し
た
。
当
日
は
、

近
隣
住
民
、
町
職
員
、
消
防
署
員
、

大
磯
警
察
署
員
等
、
総
勢
約
１
０
０

人
が
参
加
し
、
近
隣
住
民
の
方
も
実

際
に
門
扉
の
開
閉
操
作
を
行
い
、
真

剣
に
訓
練
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

ま
た
、
６
月
20
日（
日
）
に
は
、
馬

場
地
区
を
モ
デ
ル
に
自
治
会
、
自
主

防
災
組
織
、
民
生
・
児
童
委
員
、
ゆ

め
ク
ラ
ブ
馬
場
、青
年
会
、町
職
員
等
、

約
１
１
０
人
が
参
加
し
て
、
初
め
て

の
災
害
時
要
援
護
者
支
援
訓
練
を
実

施
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
訓
練
で
は
、
災
害
時
要
援

護
者
登
録
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
高
齢

◎
問
い
合
わ
せ

　

危
機
管
理
対
策
室　

☎
内
線
２
４
４

　

教
育
委
員
会
で
は
、
次
の
11
人
の
方
を
社
会
教
育
委
員
と
し
て
委

嘱
し
ま
し
た
。

▼
大
磯
町
社
会
教
育
委
員　
（
順
不
同
敬
称
略
）

　

○
廣
瀬　

利
郎　
　

○
川
村　

五
子　
　
　

○
熊
澤　

久

　

○
櫻
田　

憲
一　
　

○
須
藤　

茂　
　
　
　

○
杉
山　

典
子　

　

○
宮
代　

義
貞　
　

○
熊
田　

美
江
子　
　

○
吉
村　

英
夫

　

○
山
本　

圭
子　
　

○
二
宮　

加
寿
子

　

社
会
教
育
委
員
は
、
社
会
教
育
法
に
基
づ
き
、
社
会
教
育
を
推
進

す
る
た
め
の
意
見
や
助
言
、
ま
た
必
要
な
調
査
研
究
を
し
ま
す
。

　

任
期
は
、
平
成
22
年
６
月
１
日
か
ら
平
成
24
年
５
月
31
日
ま
で
で

す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

生
涯
学
習
課　

☎
内
線
３
２
３

　

教
育
委
員
会
で
は
、
次
の
６
人
の
方
を
図
書
館
協
議
会
委
員
と
し

て
委
嘱
し
ま
し
た
。

▼
大
磯
町
立
図
書
館
協
議
会
委
員　
（
順
不
同
敬
称
略
）

　

○
黒
川　

鐘
信　
　

○
石
川　

旺　
　

○
平
野　

由
里
子

　

○
板
川　

実　
　
　

○
中
野　

泉　
　

○
鈴
木　

敦
子

　

図
書
館
協
議
会
は
、
図
書
館
法
に
基
づ
き
、
図
書
館
の
運
営
や
図

書
館
奉
仕
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
関
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

任
期
は
、
平
成
22
年
６
月
１
日
か
ら
平
成
24
年
５
月
31
日
ま
で
で

す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

図
書
館　

☎（
61
）
３
０
０
２

社会教育委員を委嘱図書館協議会委員を委嘱

◎
対
象
者
及
び
開
催
日

　

①
神
明
町
在
住
の
方

　
　

８
月
19
日
（
木
）
午
後
７
時
〜

　

②
国
府
新
宿
在
住
の
方

　
　

８
月
23
日
（
月
）
午
後
７
時
〜

◎
開
催
場
所

　

役
場
３
階
公
室

◎
募
集
人
数

　

各
回
10
人

◎
申
込
方
法

電
話
、
郵
送
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
な

ど
に
よ
り
、
郵
便
番
号
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
お
伝
え
下
さ

い
。(

先
着
順)

◎
申
し
込
み
先　

　

〒
２
５
５
│
８
５
５
５

　

大
磯
町
東
小
磯
１
８
３

　

大
磯
町
役
場
政
策
課　

　

☎
内
線
２
０
６　

　

FAX （
61
）
１
９
９
１

　

町
で
は
、「
町
長
と
語
り
合
う
集
い
」
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

募
集
の
内
容

　

７
月
１
日
付
け
で
次
の
４
人
の
方
が
人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
基
本
的
人
権
の
擁
護
、
自
由
人
権
思
想
の
普
及
・

高
揚
な
ど
の
た
め
、
日
々
活
動
に
努
め
て
い
ま
す
。

児
玉
氏
に
感
謝
状

　

３
期
９
年
に
渡
り
本
町
の
人
権
擁

護
活
動
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
６
月

30
日
を
も
っ
て
退
任
さ
れ
た
児
玉
佐

妥
子
氏
へ
法
務
大
臣
よ
り
感
謝
状
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。

◎
問
い
合
わ
せ　

　

町
民
課　

☎
内
線
２
３
７

　

国
府
小
学
校
を
、
指
定
避
難
所
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
地
区
を
対
象

に
、
避
難
所
開
設
訓
練
、
救
護
所
運

営
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

▼
と
き　

８
月
22
日
（
日
）

　

午
前
８
時
45
分
〜
正
午

▼
と
こ
ろ　

国
府
小
学
校

▼
対
象
地
区　

月
京
、馬
場
、中
丸
、

国
府
新
宿

▼
避
難
所
開
設
訓
練

　

災
害
発
生
時
の
避
難
所
の
開
設

か
ら
運
営
ま
で
を
実
際
の
流
れ
に

沿
っ
て
訓
練
を
行
い
ま
す
。

・
主
な
訓
練
内
容…

応
急
危
険
度
判

定
訓
練
、
居
住
ス
ペ
ー
ス
設
置
訓

練
、避
難
者
受
入
訓
練
、給
水
訓
練
、

炊
出
し
、
配
給
訓
練
、
仮
設
ト
イ

レ
設
置
訓
練

▼
救
護
所
運
営
訓
練

　

救
護
所
を
設
置
し
て
、
負
傷
者

の
搬
送
訓
練
、
ト
リ
ア
ー
ジ
訓
練
、

応
急
手
当
訓
練
等
を
行
い
ま
す
。

　

国
府
小
学
校
が
指
定
避
難
所
に
指

定
さ
れ
て
い
る
地
区
以
外
に
お
住
ま

い
の
方
も
訓
練
に
参
加
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

危
機
管
理
対
策
室　

☎
内
線
２
４
４

人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱

▼
募
集
要
件　

概
ね
65
歳
ま
で
の
方

で
交
通
問
題
に
理
解
と
関
心
が
高

く
、
健
康
で
活
発
な
活
動
が
で
き

る
方
。（
男
女
は
問
い
ま
せ
ん
）

▼
募
集
人
員　

若
干
人

▼
任
期　

３
年
（
再
任
は
妨
げ
な
い
）

▼
そ
の
他　

制
服
、
制
帽
等
の
支
給

や
若
干
の
報
酬
等
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　

　

大
磯
地
区
交
通
安
全
協
会

　

☎（
73
）
１
３
５
０

　

交
通
指
導
員
と
は

　

町
・
警
察
・
学
校
・
交
通
安
全
関

係
団
体
等
と
緊
密
な
連
絡
を
と
り
、

地
域
住
民
へ
の
道
路
交
通
指
導
や
交

通
安
全
思
想
の
普
及
・
高
揚
の
た
め
、

次
の
よ
う
な
活
動
を
し
ま
す
。

・
交
通
安
全
運
動
期
間
中
の
街
頭
指
導

・
学
童
登
校
時
の
交
通
安
全
指
導

・
自
転
車
の
安
全
な
乗
り
方
に
関
す

る
啓
発
指
導

・
各
種
交
通
安
全
教
室
の
指
導

・
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
交
通

安
全
指
導 交

通
指
導
員
を
募
集

▲高麗地区在住の方と語り合う様子

曽根　伸子さん
（新任）

児玉　佐妥子さん

「
町
長
と
語
り
合
う
集
い
」

！！

参
加
者
を
募
集

　

▼
再
任

　
　

織
戸　

貴
子　

　
　

細
谷　

美
智
子　

　
　

小
嶋　

正
夫　

　

▼
新
任

　
　

曽
根　

伸
子

者
や
障
害
の
あ
る
方
を
町
内
会
単
位

で
安
否
確
認
を
し
ま
し
た
。
今
後
は

各
地
域
へ
も
災
害
時
要
援
護
者
の
方

へ
の
支
援
体
制
を
整
え
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
で
は
町
民
の
一
人
ひ
と
り
の
防
災

意
識
の
向
上
と
地
域
防
災
体
制
の
確

立
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
防

災
訓
練
へ
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま

す
。

／／

　町税を納付する方法として、納付書を取扱金融機関
へ持参して町税を納付する方法と、口座振替により預
貯金口座から自動的に町税を納める方法があります。
　口座振替は、金融機関へ出向かなくても町税を納付
でき、かつ、納付し忘れることもないため、便利で安
心な制度です。
　現在、納付書で町税を納めている方で、口座振替を
ご希望される方は、通帳・通帳届出印、納税通知書を
お持ちになり、町内の金融機関各店舗に備えている「大
磯町町税等口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、
金融機関窓口にてお申し込みください。
　詳細につきましては、収納対策室までお問い合わせ
ください。

◎問い合わせ　収納対策室　☎内線 264

便利
な

町税の納付は
　　  口座振替で !

▲災害時要援護者支援訓練
　（６/20  馬場公園）

▲津波対策訓練
　（6/19  大磯港付近防潮堤門扉）

を
実
施
し
ま
し
た

災
害
時
要
援
護
者
支
援
訓
練

災
害
時
要
援
護
者
支
援
訓
練

災
害
時
要
援
護
者
支
援
訓
練

津
波
対
策
訓
練

津
波
対
策
訓
練

津
波
対
策
訓
練

避
難
所
・
救
護
所
運
営
訓
練

避
難
所
・
救
護
所
運
営
訓
練

避
難
所
・
救
護
所
運
営
訓
練

を
実
施
し
ま
す

／

　　　　　広報おおいそ　平成22年8月 8




